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町
議
会
９
月
定
例
会（
予
定
）

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す

まちの鳥

　
町
の
都
市
計
画
道
路
で
あ
る
漆

原
総
社
線
の
事
業
化
を
見
込
み
、

都
市
計
画
の
変
更
を
予
定
し
て
い

ま
す
。こ
れ
に
伴
い
、都
市
計
画
の

原
案（
都
市
計
画
道
路
の
変
更
）に

つ
い
て
閲
覧
、説
明
会
お
よ
び
公

聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

原
案
の
名
称

吉
岡
都
市
計
画
道
路
の
変
更（
３・

４・７
号
漆
原
総
社
線
の
変
更
）

原
案
の
閲
覧

▼
期
日　

８
月
17
日
㊊
～
31
日
㊊

▼
時
間　
開
庁
時
間

▼
場
所　
建
設
課 

都
市
建
設
室

説
明
会　

▼
日
時　

８
月
20
日
㊍
午
後
７
時
か
ら

▼
場
所　
文
化
セ
ン
タ
ー
研
修
室

※
説
明
会
に
出
席
す
る
際
は
、マ

ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

公
聴
会　

▼
日
時

９
月
18
日
㊎
午
後
２
時
か
ら

▼
場
所　
役
場　
第
２
会
議
室

　
公
述
を
希
望
す
る
人
は
、８
月

31
日
㊊
ま
で
に
、公
述
申
出
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。公
述
申
出

書
は
、建
設
課
窓
口
で
受
け
取
る

か
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
な
お
、公
述
希
望
が
な
い
場
合
、

公
聴
会
は
中
止
と
な
り
ま
す
。

▼
提
出・問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26・２
２
７
８（
直
通
）

都
市
計
画
原
案
の
閲
覧
、説
明
会
、公
聴
会
の
お
知
ら
せ

町
の
未
来
の
た
め
に

まちの花

ニュース

　
９
月
１
日
㊋　
開
会
日

　
　
　
２
日
㊌　
一
般
質
問

　
　
　
３
日
㊍　
一
般
質
問

　
　
　
11
日
㊎　
閉
会
日

　
　
　
　
　
　
　
（
討
論・表
決
な
ど
）

※
日
程
は
、変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、町
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
議
会
事
務
局
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
発
熱
な
ど
体
調
が
優
れ
な
い
場

合
は
傍
聴
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

傍
聴
時
は
、マ
ス
ク
の
着
用・手
指

の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、町
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
生
中
継
お
よ
び
録
画
配
信
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

本
会
議
生
中
継・録
画
配
信

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局

☎
26・２
２
８
３（
直
通
）

　
地
籍
調
査
は
、国
土
調
査
法
に

基
づ
き
、一
筆
ご
と
の
土
地
に
つ

い
て
、そ
の
所
有
者
、地
番
お
よ
び

地
目
の
調
査
と
境
界
や
面
積
に
関

す
る
測
量
を
行
い
、そ
の
結
果
に

基
づ
き
法
務
局
の
登
記
簿
と
公
図

を
修
正
す
る
も
の
で
す
。土
地
の

実
態
が
明
確
に
な
る
こ
と
で
、境

界
ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
、災
害
復
旧

の
迅
速
化
な
ど
が
図
ら
れ
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
は
、大
久
保
字
吉

開
戸
の
測
量
と
現
地
立
会
い
を
行

い
ま
す
。ま
た
、令
和
元
年
度
現
地

立
会
い
を
行
っ
た
南
下
字
大
林
の

一
部
、字
鬼
ヶ
橋
に
つ
い
て
測
量

成
果
の
閲
覧
を
行
い
ま
す
。調
査

実
施
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 

用
地
管
理
室

☎
26・２
２
７
９（
直
通
）

地
籍
調
査
事
業
を
進
め
て
い
ま
す

調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

まちの木

「
令
和
２
年
度
よ
し
お
か
ふ
る
さ
と
祭
り
」の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

開
催
中
止
に
つ
い
て

　「
令
和
２
年
度 

よ
し
お
か
ふ
る
さ
と
祭
り
」に
つ
い
て
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、来
場
者
や
町
民
の
皆
さ
ま
の
安
全
を

最
優
先
と
し
、中
止
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
ふ
る
さ
と
祭
り
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
皆
さ
ま
、ま
た
準
備
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
ま
し
た
皆
さ
ま
に
は
、大
変
心
苦
し
い
で
す
が
、安
全
安
心
を
第
一
に
考

え
て
の
決
定
に
、ご
理
解
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課 

協
働
環
境
室
　
☎
26・２
２
４
５（
直
通
）



５ 吉岡町役場 ☎54—3111（代表）

２
０
２
０
年
国
勢
調
査

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

まちの鳥

　
10
月
1
日
を
基
準
日
と
し
て
、

全
国
一
斉
に
国
勢
調
査
を
実
施
し

ま
す
。国
勢
調
査
は
行
政
の
基
礎

と
な
る
人
口・
世
帯
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
、５
年
に
一
度
の
重

要
な
統
計
調
査
で
す
。

▼
調
査
対
象

日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人

（
外
国
人
を
含
む
）お
よ
び
世
帯

▼
調
査
内
容

　
男
女
の
別
、出
生
の
年
月
、就
業

状
況
、従
業
地
ま
た
は
通
学
地
の

種
類
等
全
16
項
目

▼
調
査
方
法

　
調
査
員
が
9
月
中
旬
か
ら
調
査

関
係
書
類
を
配
布
し
ま
す
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
の
た
め

調
査
員
と
町
民
が
直
接
接
触
し
な

い
よ
う
原
則
ポ
ス
ト
に
調
査
関
係

書
類
を
投
函
し
ま
す
。

回
答
方
法

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

②
調
査
票
の
郵
送
提
出

ニュース

今月の納税今月の納税

納期限 8月31日㊊
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

町県民税普通徴収
国民健康保険
介護保険料　　　…２期
後期高齢者医療保険料

　
調
査
員
に
よ
る
調
査
票
の
回
収

を
希
望
す
る
場
合
や
、追
加
の
調

査
票
が
必
要
な
場
合
は
、企
画
室

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
回
答
期
間

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
期
間

９
月
14
日
㊊
～
10
月
７
日
㊌

●
紙
の
調
査
票
で
の
回
答
期
間

10
月
１
日
㊍
～
10
月
７
日
㊌

▼
調
査
結
果
の
利
用

　
調
査
結
果
は
、高
齢
者
の
介
護・

医
療
、若
者
の
雇
用
対
策
、児
童
福

祉
、地
域
の
活
性
化
な
ど
、暮
ら
し

の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
役
立
つ
基

礎
デ
ー
タ
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
政
課 

企
画
室

☎
26・２
２
４
１（
直
通
）

※
国
勢
調
査
を
装
っ
た
不
審
な
訪

問
者
や
電
話
な
ど
に
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

国勢調査
2020

総合サイト

期間中は
いつでも回答可能

24時間スマホ、タブレット、
パソコンから
回答できます。

紙の調査票の提出の
必要がありません

インターネットで回答された
世帯は、紙の調査票の
提出が不用となります。

回答データは
厳重に守られます

不正アクセス防止の
対策を24時間
行っています。

国勢調査の回答はインターネットがとても便利です！

特別定額給付金

8/31●
町より全世帯あてに申請書をお送りしています。

提出期限
月 ※当日消印有効

▶問い合わせ先　企画財政課 企画室　☎26-2241（直通）

忘れずに
申請を!
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所得
段階 対象者 変更前

年間保険料額
変更後

年間保険料額

第
１
段
階

●生活保護受給
●世帯全員が市町村民税非課税
　で、老齢年金受給者者
●世帯全員が市区町村民税非課
　税で、前年の合計所得金額と
　前年の課税年金収入額の合計
　が80万円以下

基準額×0.375
=27,000円

基準額×0.3
=21,600円

第
２
段
階

世帯全員が市区町村民税非課税
で、前年の合計所得金額と前年
の課税年金収入額の合計が80
万円を超え120万円以下

基準額×0.625
=45,000円

基準額×0.5
=36,000円

第
３
段
階

世帯全員が市区町村民税非課税
で、前年の合計所得金額と前年
の課税年金収入額の合計が120
万円を超える

基準額×0.725
=52,200円

基準額×0.7
=50,400円

月1で学ぶ！
消費者の賢コツ

渋川市消費生活センター  ☎22-2325
受付：祝日・年末年始を除く月曜日～金曜日 9:00～16:00

消費者ホットライン ☎188
お近くの消費生活センターをご紹介します。

群馬県消費生活センター ☎027-223-3001
受付：月曜日～金曜日 9:00～17:00・土曜日 9:00～12:00/13:00～17:00
※祝日・年末年始を除くえっ、通信販売は      

クーリングオフできない!?通信販売と
定期購入トラブル

７月号で紹介した通信販売ですが、こんなトラブルもあります。
インターネットの広告を見て、600円のサプリメントをお試しのつもりで申し込み、商品を受け取った。
後日また商品が届いたので、事業者に問い合わせたところ、４回の定期購入で２回目からは代金が
8,000円であるとのこと。画面の下の方にそのような説明が書かれていたようだが気づかなかった。

　７月号で紹介したとおり、通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。このため、表示された「解
約・返品の可否」「解約・返品の条件」などに従うことになります（表示が無い場合は、商品が届いてから８
日間以内であれば、消費者の送料負担で返品が可能です）。
　商品を注文する前に、定期購入が条件になっていないか、中途解約や返金は可能かなどの契約内容を
確認することが重要です。特に、定期購入契約の場合、商品引渡しの回数のほか送料や支払総額などが表
示されています。

事例

ポイント

町政ニュース

　
65
歳
以
上
の
人（
第
１
号
被
保

険
者
）の
介
護
保
険
料
は
、原
則
３

年
に
１
度
見
直
さ
れ
ま
す
。

　
今
年
度
は
見
直
し
の
年
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、消
費
税
引
き
上
げ

に
伴
う
社
会
保
障
の
充
実
に
よ

り
、介
護
保
険
法
施
行
令
が
改
正

さ
れ
、低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減

強
化
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
町
民
税
非
課
税
世
帯（
第
１
～
第

３
段
階
）は
、表
の
と
お
り
令
和
２

年
度
の
保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課 

介
護
高
齢
室

☎
26・２
２
４
７（
直
通
）

低
所
得
者
の
介
護
保
険
料
軽
減

社
会
保
障
充
実
の
た
め

まちの木

※基準額は72,000円です。なお、第4所得段階以上の人は、
　保険料の変更はありません。


